
デマンド型乗合タクシーの運用見直しに係る運賃改定について（案） 

（やまとタクシーグループ） 

 

１ 経緯 

令和６年１２月５日開催の令和６年度第３回大竹市地域公共交通活性化協議

会において、「デマンド型乗合タクシーの運用見直しについて」の議案が提案され、

当該議案には運賃の見直しが含まれている。 

道路運送法により、運賃の改定を行う場合は、運賃協議ワーキンググループに

おいて協議し、その結果を公共交通活性化協議会に報告することになっている。 

 

２ 案の要旨 

  デマンド型乗合タクシーの運用見直しに伴う運賃の改定について、承認を求め

るもの。 

 

３ 地区区分について 

 

 〇デマンド型乗合タクシーで使用する地区の区分は下表のとおり８地区とする。 

 

地区の区分 地   区   内   の   区   域 

１ 大竹地区 
新町、油見、本町、白石、元町、西栄、南栄、東栄、北栄、木野、 

大竹町大竹、大竹町油見、大竹町木野 

２ 小方地区 

立戸、御幸町、御園、御園台、小方、小方ケ丘、晴海、黒川、港町、三ツ

石町、 

阿多田、小方町小方、小方町黒川 

３ 玖波地区 玖波、玖波町、湯舟町 

４ 川手地区 防鹿、穂仁原、比作、安条、八丁、前飯谷、後飯谷 

５ 松ケ原地区 松ケ原町 

６ 栗谷地区 大栗林、小栗林、後原 

７ その他地区 廿日市市大野渡ノ瀬など 

８ タクシー補助地区 広原、谷和、（谷尻） 
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４ 運賃体系について 

〇運賃は、２５０円と５００円の２種類とする。（※片道運賃、乗車券で利用。） 

〇目的地の設定が、実施区域の地区内又はその１つ隣の地区の場合は、運賃を 

２５０円とし、実施区域の地区から２つ隣の地区以上の場合は、運賃を５００

円とする。 

（※地区の区分については、「３ 地区区分について」のとおり。タクシー補助地

区は、１つの地区とする。） 

〇乗車券は、２５０円×１１枚綴り１種類とし、２，５００円を販売する。 

（※運賃が５００円の場合は、乗車券２枚を使用。乗車券はタクシー内で購入する。

乗車券を購入する場合は予約時に運行事業者に伝える。 

 

デマンド型乗合タクシーの運賃表 

項  目 大竹地区 小方地区 玖波地区 川手地区 松ケ原地区 栗谷地区 

大竹地区 ２５０円 ２５０円 ５００円 ２５０円 ５００円 ５００円 

小方地区 ２５０円 ２５０円 ２５０円 ２５０円 ５００円 ５００円 

玖波地区 ５００円 ２５０円 ２５０円 ５００円 ２５０円 ５００円 

川手地区 ２５０円 ２５０円 ５００円 ２５０円 ５００円 ２５０円 

松ケ原地区 ５００円 ５００円 ２５０円 ５００円 ２５０円 ５００円 

栗谷地区 ５００円 ５００円 ５００円 ２５０円 ５００円 ２５０円 

 

５ 各住民組織における運賃について 

 

①あじさいタクシー 

・「ゆめタウン大竹」までの片道運賃については従前どおり２５０円とする。 

 ・目的地について、「広島西医療センター」、「大竹駅西口」を追加し、それ

ぞれの片道運賃を２５０円とする。 

 

 ②栄ぐるりんタクシー 

 ・「大竹駅西口」、「大竹市総合市民会館」、「栄公民館」、「ゆめマー

ト」、「村井内科」までの片道運賃については従前どおり２５０円とする。 

 ・目的地の「松前内科」、「しまむら大竹店」、「コミュニティサロン栄町」

を削除する。 

・目的地について、「大竹会館」、「おだ整形外科クリニック」、「大竹市役

所」、「ゆめタウン」を追加し、それぞれの片道運賃を２５０円とする。 

 ・目的地について、「広島西医療センター」を追加し、片道運賃を５００円と

する。 



６ 施行日 

 令和７年２月１日（予定） 

 

７ 今後の予定 

〇１２月５日    大竹市地域公共交通活性化協議会でデマンド型乗合タク 

シーの運用見直しの議決 

〇１２月中旬    運行事業者から運用見直しに係る変更認可申請等を中国 

運輸局広島運輸支局に提出 

○１月中旬     運行事業者が中国運輸局から認可を受ける 

○２月１日     新たな運用でデマンド型乗合タクシーを開始 

 

 

 


